
（証券コード3020）

令和４年６月13日

株 主 各 位
福 岡 市 博 多 区 東 比 恵 三 丁 目 ３ 番 １ 号

ア プ ラ イ ド 株 式 会 社
代表取締役会長兼社長 岡     義  治

1. 日 時 令和４年６月29日（水曜日）午前10時

2. 場 所 福岡市博多区東光二丁目22番15号

昨年の第39回定時株主総会と会場が異なりますので、
お間違いのないようお願い申しあげます。

博多国際展示場＆カンファレンスセンター　２階　会議室207

　
3. 目 的 事 項

報 告 事 項 第40期（令和３年４月１日から令和４年３月31日まで）事業報告

及び計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役10名選任の件

第４号議案 監査役２名選任の件

第40回定時株主総会招集ご通知

拝啓  平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第40回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご通知申しあげ

ます。

　当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができます。株主の皆

様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、当日の感染

状況とご自身の体調をご確認の上、ご検討くださいますようお願い申しあげます。

　書類による議決権行使につきましては、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛

否をご表示いただき、令和４年６月28日（火曜日）午後５時までに到着するようご返

送くださいますようお願い申しあげます。

※当社第40回定時株主総会においては、株主の皆様の安全を第一に考え、新型コロナ

ウイルス感染症の感染予防・拡大防止の対策に向けて、注記のとおりの対応をさせて

いただくことになりました｡株主の皆様のご理解並びにご協力をお願い申しあげます｡

敬  具
記

以  上
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※令和４年９月１日に電子提供制度が施行されます。当社は次回（令和５年６

月）の株主総会においてもこれまで同様に書面にてお届けする予定です。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ

さいますようお願い申しあげます。

◎株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合、または株主総会の

運営について大きな変更が生ずる場合には、インターネット上の当社ウェブサイト

（https://www.applied-g.jp/ir-news/）に掲載させていただきます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

第40回定時株主総会における
新型コロナウイルス感染防止への対応について(お土産の中止等)

　　当社第40回定時株主総会を開催するにあたり、新型コロナウイルスをはじめとす

る感染症拡大防止と、株主様の安全確保のため、以下の通りご案内申しあげます。

　何卒、ご理解並びにご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

＜当社の対応について＞

・接触感染リスク低減のため、お土産の配布は行いません。

・ご来場の株主様には検温、アルコール消毒液による手指の消毒、マスク着用にご協

力をお願いいたします。なお、37.5℃以上の発熱、咳などの症状がみられる株主様

につきましては、本総会会場へのご入場をお断りさせていただく場合がございま

す。

・当社の役員・運営スタッフは、体調に問題がないことを確認した上で、マスク着用

で対応させていただきます。

・会場内の座席は例年よりも座席数を減らし､間隔をあけて配置させていただきます｡

＜株主様へのお願い＞

・株主総会の議決権行使は書面でも可能です。新型コロナウイルス感染症拡大防止の

観点から、当日の感染状況とご自身の体調をご確認の上、ご検討くださいますよう

お願い申しあげます。

・株主総会へのご出席を検討されております株主様におかれましては、当日までの健

康状態にご留意いただき、くれぐれもご無理をなさいませんようお願いいたしま

す。

・ご来場の株主様におかれましては、ご自身の体調をお確かめの上、アルコール消毒

液の使用やマスクの着用など感染予防にご協力をお願い申しあげます。
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（令和３年４月１日から）令和４年３月31日まで

添付書類

事   業   報   告

1. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス変異株の世界的な蔓

延と長期化の影響を受け、社会、経済、医療、学業など様々な制約がありまし

た。加えて、半導体不足、資源価格の高騰、海外における地政学的なリスクの

高まりから、極めて不透明な状態が続いております。

このような経済状況の中、ＩＴ業界においては、より安全かつ効率性を重視

した多様なデジタル化が求められるようになり、法人・個人市場においてＩＴ

投資は一定の水準で推移しました。

こうした市場の変化を鑑みて、当社コンピューター事業においては、生産工

場を増床し生産能力向上を進めながら、お客様の多様なニーズに対し、ハード

ウエアとソリューション、保守を含む、ＩＴ導入トータルサポートを推進しま

した。

26店舗を展開するコンピューター専門店「アプライド」では、ご来店のお客

様の安全に配慮しながら、テレワーク、オンライン授業、データ保守、セキュ

リティなどのソリューションブースを設置、無料相談会やオンラインセミナー

を通して、導入コンサルティングによる売上増大を図りました。

大学、官公庁向けの販売を主体とし、22営業拠点を展開するＳＩ営業部で

は、より高度な研究開発環境構築をご提供すべく、機動力と技術力を活かした

高性能コンピューター及びシステム提案を軸に、顧客の深耕を図りました。

ＢｔｏＢ販売を中心とした特機営業部では、ソフトウエア開発メーカーと協

力し、コンピューターの増設や入れ替え需要の獲得と、民間企業の研究開発、

情報システム部門に向けたコンピューター販売を軸に売上の増大を図りまし

た。

以上の結果、当事業年度における売上高は428億44百万円（前期は384億35百

万円）、利益面におきましては、経常利益は23億20百万円（前期は22億93百万

円）、当期純利益は14億87百万円（前期は14億34百万円）となりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」等を当事業年度の期首から適用してお

ります。そのため、前期比（％）は記載しておりません。
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(2) 設備投資の状況

当事業年度における設備投資の総額は２億２百万円で、その主なものは、博多

店の改装及び熊本店賃借土地の取得であります。

(3) 資金調達の状況

当事業年度においては、新たな資金調達は行っておりません。

(4) 対処すべき課題

  当社は、継続的に成長し、利益体質を強化していくためには、企画・製造及び

調達に携わる部門を重要な要素であると考え､その整備に注力してまいりました｡

  しかし、厳しさを増す環境下において、長期的に成長していくためには、財務

基盤の充実とともに、さらなる事業の構築、営業部門の人員拡充と技術・サービ

スレベルの向上が併せて必要であり、今後も製造能力の増強、新規出店や既存店

舗の改装及びＩＴ人材育成など、有効な投資を積極的に行い、組織構造の強化を

図ってまいります。

  以上のような施策により､ 全社を挙げて業績の向上に取り組んでまいります｡ 

株主の皆様におかれましては、今後とも、相変わらぬご支援、ご鞭撻を賜ります

ようお願い申しあげます。

区 分
第　37　期

(平成31年３月期)
第　38　期

(令和２年３月期)
第　39　期

(令和３年３月期)

第　40　期
(令和４年３月期)

(当期)

売 上 高 (百万円) 28,520 30,929 38,435 42,844

経 常 利 益 (百万円) 1,350 2,023 2,293 2,320

当 期 純 利 益 (百万円) 1,485 1,197 1,434 1,487

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円) 585.13 470.38 542.88 550.30

総 資 産 (百万円) 15,208 14,992 16,366 15,626

純 資 産 (百万円) 5,792 6,849 8,678 8,239

(5) 財産及び損益の状況の推移

（注）1.  記載金額は、表示金額未満を切り捨てて表示しております。
2.  １株当たり当期純利益は、期中平均株式数により算出しております。なお、期中平均株

式数については、自己株式を控除して算出しております。
3.　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２年３月31日）等を当事業

年度の期首から適用しており、第40期（当期）については、当該会計基準等を適用した後
の金額となっております。
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会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

㈱シティ情報ふくおか 46 百万円 76.6 ％ 出版・総合プロデュース

㈱ ハ ウ ズ 50 100.0 化 粧 品 ・ 雑 貨 販 売

(6) 重要な子会社の状況

(7) 主要な事業内容（令和４年３月31日現在）

  当社の主な事業は、以下のとおりであります。

① パソコン及び関連商品の仕入販売及び輸入販売

② デジタル家電商品の仕入販売及び輸入販売

③ プライベートブランド製品の製造販売

④ パソコンに関わるテクニカルサポート及び保守サービス

⑤ パソコン及び関連商品の中古買取及び再生販売

  これらの事業について、直営店舗「アプライド」を通じて行うほか、インター

ネット通信販売事業、法人顧客を対象としたソリューション事業、流通・小売業

者を対象とした卸販売事業を行っております。
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福 岡 県
博多店、西福岡店、南福岡店（以上福岡市）
小倉店、黒崎店（以上北九州市）
久留米店（久留米市）、生産工場（福岡市）

６  店
１拠点

熊 本 県 熊本店（熊本市） １  店

大 分 県 大分店（大分市） １  店

宮 崎 県 宮崎店（宮崎市） １  店

鹿 児 島 県 鹿児島店（鹿児島市） １  店

広 島 県 広島西店（広島市）、福山店（福山市） ２  店

岡 山 県 岡山店（岡山市）、倉敷店（倉敷市） ２  店

愛 媛 県 松山店（松山市） １  店

高 知 県 高知店（高知市） １  店

香 川 県 高松店（高松市） １  店

兵 庫 県 姫路店（姫路市） １  店

大 阪 府 高槻店（高槻市） １  店

和 歌 山 県 和歌山店（和歌山市） １  店

京 都 府 京都店（京都市） １  店

石 川 県 金沢店（野々市市） １  店

愛 知 県
春日井店（春日井市）、一宮店（一宮市）
尾張旭店（尾張旭市）

３  店

静 岡 県 静岡店（静岡市） １  店

(8) 主要な事業所及び工場（令和４年３月31日現在）

① 本社  福岡市博多区東比恵三丁目３番１号

② 店舗  26店、工場  １拠点
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従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

393(198)名 22名増(1名減) 33.6歳 9.8年

(9) 従業員の状況（令和４年３月31日現在）

（注)従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者及び契約
社員を含む。）であり、臨時従業員数（人材会社からの派遣社員を除き、アルバイト及びパ
ートタイマーを含む。）は、年間の平均人員（１日８時間換算）を（  ）外数で記載してお
ります。

借 入 先 借 入 額

㈱ 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 440 百万円

㈱ 伊 　 予 　 銀 　 行 373

㈱ 佐 　 賀 　 銀 　 行 198

㈱ 広 　 島 　 銀 　 行 172

㈱ 北  九  州  銀  行 125

㈱ み  ず  ほ  銀  行 85

㈱ 百  十  四  銀  行 75

㈱ 福 　 岡 　 銀 　 行 73

㈱ 商 工 組 合 中 央 金 庫 38

㈱ り  そ  な  銀  行 21

(10) 借入先の状況（令和４年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 5,400,000株

(2) 発行済株式の総数 2,703,200株（自己株式122株を含む）

(3) 株主数 1,939名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

㈱ パ ム 1,246,000 株 46.09 ％

ア プ ラ イ ド 従 業 員 持 株 会 101,640 3.76

内 藤 征 吾 80,100 2.96

岡 　 義 治 80,000 2.96

岡 　 　 　 美 和 子 80,000 2.96

㈱ 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 67,200 2.49

三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 50,002 1.85

西 脇 幹 雄 35,100 1.30

上 田 八 木 短 資 ㈱ 32,000 1.18

若 　 杉 　 精 三 郎 30,000 1.11

2. 会社の株式に関する事項（令和４年３月31日現在）

(4) 大株主（上位10名）

(注)　持株比率は自己株式122株を控除して計算しております。
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地            位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役会長兼社長
おか

岡　　

 

　
よし

義　
はる

治
㈱シティ情報ふくおか代表取締役
㈱ ハ ウ ズ 代 表 取 締 役

常 務 取 締 役
すず

鈴　
き

木　　

 

　
とおる

徹

常 務 取 締 役
ほの

甫　
き

木　 
しん

眞　
や

也

常 務 取 締 役
う

宇　
の

野　 
たか

敬　
ひろ

泰

取 締 役
さか

坂　
い

井　 
まさ

雅　
み

実

取 締 役
ふじ

藤　
た

田　　

 

　
ひろし

宏

取 締 役
おか

岡　　 
み

美 
わ

和 
こ

子

取 締 役
おか

岡

 

　　　
さくら

桜 　
こ

子

取 締 役
ぜん

善　
だ

田　
じゅん

順 　
いち

一

監 査 役 （ 常 勤 ）
かな

金　
だ

田　 
ひろ

博　
ひさ

久

監 査 役
わた

渡　
なべ

邉　 
よし

祥　
ゆき

行

監 査 役
つ

津　
る

留　 
ひろ

博　
ゆき

幸 ㈱ワイシステムサポート非常勤監査役

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（令和４年３月31日現在）

(注)1.取締役善田順一氏は、社外取締役であります。
2.監査役(常勤)金田博久氏、監査役渡邉祥行氏及び津留博幸氏は、社外監査役であります。
3.監査役(常勤)金田博久氏、監査役渡邉祥行氏及び津留博幸氏は、以下のとおり、財務及び会
計に関する相当程度の知見を有しております。
・監査役(常勤)金田博久氏は、金融機関と企業顧問としての経験とガバナンスに関する高い

見識を有しております。
・監査役渡邉祥行氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を有しております。
・監査役津留博幸氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を有しております。

4.当社は、取締役善田順一氏及び監査役渡邉祥行氏を東京証券取引所の規則に基づく独立役員
として同所に届け出ております。

(2) 当事業年度の役員の異動

①令和３年６月29日開催の第39回定時株主総会終結の時をもって、監査役麻生守

氏は辞任により退任いたしました。

②令和３年６月29日開催の第39回定時株主総会において、椛島秀樹氏が新たに監

査役に選任され、就任いたしました。

③令和３年10月22日に椛島秀樹氏が逝去により監査役を退任されたことを受け、

令和４年１月21日開催の臨時株主総会において、津留博幸氏が新たに監査役に

選任され、就任いたしました。
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区 分 氏 名
出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び

社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役
ぜん

善

 

　
だ

田

 

　
じゅん

順

 

　
いち

一

令和３年６月29日取締役就任以降に開催された取締
役会11回のすべてに出席いたしました。豊富なビジ
ネス経験と知見を活かして適宜発言を行うなど、業
務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督し
ていただいております。

監査役（常勤）
かな

金　
だ

田　
ひろ

博　
ひさ

久

当事業年度に開催された取締役会14回全てに、監査
役会７回全てに出席し、金融機関で培った豊富な知
識を活かして適宜発言を行っております。

監 査 役
わた

渡　
なべ

邉　
よし

祥　
ゆき

行

当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回
に、監査役会７回のうち５回に出席し、金融機関で
培った幅広い見識活かして適宜発言を行っておりま
す。

監 査 役
かば

椛

 

　
しま

島

 

　
ひで

秀

 

　
き

樹

令和３年６月29日監査役就任以降、令和３年10月22
日退任以前に開催された取締役会５回全てに、監査
役会２回全てに出席し、幅広い知見を活かして適宜
発言を行っております。

監 査 役
つ

津　
る

留　
ひろ

博　
ゆき

幸

令和４年１月21日就任以降に開催された取締役会２
回全てに、監査役会２回全てに出席し、金融機関で
培った豊富な知識を活かして適宜発言を行っており
ます。

(3) 社外役員に関する事項

①重要な兼職先と当社との関係

　社外監査役津留博幸氏は、株式会社ワイシステムサポートの非常勤監査役を

兼職しておりますが、同社と当社との間に特別な関係はありません。

②社外役員の主な活動状況

(4) 役員等賠償責任保険契約について

  当社は、当社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の３

第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は全額当

社が負担しております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責

任を負うこと又は当該責任の追及に関わる請求を受けることによって生ずること

のある損害が補填されます。
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区　　　　　分
支給
人数

報酬等の種類別の額

計

基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬

取　　締　　役
（うち社外取締役）

名 百万円 百万円 百万円 百万円
9

（1）
138

（1）
－ － 138

（1）

監　　査　　役
（うち社外監査役）

5
（5）

10
(10)

－ －
10
(10)

計
（うち社外役員）

14
（6）

149
(12)

－ －
149
(12)

(5) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

(6) 報酬等についての定款または株主総会の定めに関する事項

  当社は定款において、取締役及び監査役の報酬等を株主総会の決議によって定

めるとしており、平成12年６月30日開催の第18期定時株主総会において取締役の

報酬限度額を年額300百万円以内（従業員兼務取締役に対する従業員給与相当額

を除く）、監査役の報酬限度額を年額20百万円以内と決議いただいております。

なお、当該株主総会終結時点の取締役は10名、監査役は３名でございます。

(7) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

　取締役会は、上記報酬限度額の範囲内において、代表取締役岡義治に対し各取

締役の基本報酬の額及び各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分

の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各

取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役が適していると判断した

ためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、取締役会にてその

妥当性等について確認しております。
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 29
百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額

29

4. 会計監査人の状況

(1) 名称  有限責任監査法人トーマツ

(2) 報酬等の額

(注)1. 当社と会計監査人との間の契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度
に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算
出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の
額について同意の判断をいたしました。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事項に該当

すると認められる場合には、監査役全員の合意に基づき会計監査人を解任する方

針です。この場合、解任後最初に招集される株主総会におきまして、監査役会が

選定した監査役から､会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告する方針です｡

また、監査役会は、会計監査人の業務執行状況その他諸般の事情を総合的に勘

案して、再任しないことが適切であると判断した場合は、当該会計監査人の不再

任を株主総会の付議議案の内容とすることを決定する方針です。
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5. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体

制」について、取締役会において決議しております。その内容及び運用状況の概要

は、以下のとおりであります。

(1) 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

① 行動規範やコンプライアンス規程等を設け、取締役、従業員が、法令、定款

その他社内規程及び社会規範等を遵守して職務を執行する体制の維持、向上

を図る。

② 法令、定款その他社内規程及び社会規範等に違反する行為を発見した場合の

通報制度として内部通報体制を整備し、コンプライアンス体制の維持、向上

を図る。

③ 取締役、監査役、内部監査部門は、協力してコンプライアンスに関する社員

教育を行う。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 取締役会議事録、稟議書、取締役の職務の執行に係る情報については、文書

管理規程、インサイダー取引防止規程、顧客情報管理規程等に従って適切に

保存、管理する。

② 取締役及び監査役は保存、管理されている文書をいつでも閲覧できる。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

    事業活動に係る様々なリスクの顕在化を未然に防止し、万一リスクが顕在化

した場合に迅速、的確に対応するため、各種リスク管理規程を整備してリス

ク管理体制の構築を図る。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 定例取締役会を毎月１回開催し、取締役会規程により付議基準に該当する事

項はすべて取締役会に付議する。また、取締役会においては各取締役から職

務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性及び効率性の監督等を行う。

② 業務の適正な運営と効率化を図るため、職務権限規程や業務分掌規程に基づ

き権限の委譲を行い、権限と責任を明確化する。また、必要に応じて規程の

見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制の構築

を図る。
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(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 子会社の経営管理は、その自主性を尊重しつつ経理部及び総務部により、管

理、指導を行う。

② アプライドグループ行動規範を制定して、経営基本理念やリスク管理基本方

針、コンプライアンス基本方針等を共有する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従

業員に関する事項及び従業員の取締役からの独立性に関する事項

① 監査役がその職務の執行の補助者を必要とするときは、内部統制室及び総務

部に監査役の職務の執行の補助を依頼することができる。

② 監査役の求めにより監査役補助者として配置した場合の異動、懲戒、人事考

課等については、監査役の意見を尊重する。

(7) 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に

関する事項

① 会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したときは監査役に報告す

る。

② 法令、定款に違反する行為を発見した場合、又はその恐れがある場合は、監

査役に報告する。

③ 内部統制室及び総務部の内部監査の結果は監査役に報告する。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は、取締役会のほか、重要な会議に出席することができ、議事録や稟

議書等の重要な書類を閲覧し、取締役又は従業員に対してヒアリング等を行

うことができる。

② 監査役は、代表取締役及び会計監査人と定期的に意見交換を行う。
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（運用状況の概要）

「業務の適正を確保するための体制」の運用状況の概要は次のとおりです。

① コンプライアンスに関する取り組み

アプライドグループ行動規範に基づき、全役員・社員にコンプライアンス意

識を浸透させるべく、社内研修の中で知識と意識の向上を図っております。

また、コンプライアンスを所管する部署において、業務の適正性や各種法改

正等の状況に応じて、社内規程等を適時適切に整備しております。

② リスク管理体制の強化

当社の「リスク管理規程」に従って、リスク管理を所管する部署は、業務プ

ロセスや不正リスク等に関してのレビューを実施し、各部署との情報共有を

図るとともに、全社におけるリスク情報の迅速な報告体制を整備して適切に

対応しております。

③ 財務報告に係る内部統制

内部監査計画に基づき、業務監査を実施し、業務が適正になされているかに

ついて確認しております。

④ 監査役の監査体制

当社の監査役会は、社外監査役３名で構成され、取締役会のほかその他重要

な会議に出席して情報収集に努め、取締役の職務執行が法令・定款に違反し

ていないかなどを監査しています。

6. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は､ 株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し､継

続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針として

おります。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であり

ます。

内部留保資金の使途につきましては、財務体質の充実及び事業拡大のための新

規出店の投資に役立ててまいります。

なお、当社は「取締役会の決議によって、毎年９月末日を基準日として中間配

当を行うことができる」旨を定款に定めております。
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（令和４年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

未 収 入 金

未 収 消 費 税 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他
　

9,423

2,392

4

5,643

835

18

0

71

23

504

0

△72

6,203

4,645

2,006

121

140

2,361

4

10

24

13

11

1,532

25

10

0

10

879

580

25
　

流 動 負 債 5,880

買 掛 金 2,796

１年内返済予定の長期借入金 540

リ ー ス 債 務 0

未 払 金 479

未 払 費 用 109

未 払 法 人 税 等 317

契 約 負 債 1,448

預 り 金 13

賞 与 引 当 金 171

製 品 保 証 引 当 金 1

そ の 他 1

固 定 負 債 1,506

長 期 借 入 金 1,063

リ ー ス 債 務 4

長 期 未 払 金 433

長 期 預 り 保 証 金 4

負 債 合 計 7,387

純 資 産 の 部

株 主 資 本 8,238

資 本 金 381

資 本 剰 余 金 899

資 本 準 備 金 403

そ の 他 資 本 剰 余 金 496

利 益 剰 余 金 6,957

利 益 準 備 金 29

そ の 他 利 益 剰 余 金 6,927

別 途 積 立 金 1,590

繰 越 利 益 剰 余 金 5,337

自 己 株 式 △0

評価・換算差額等 0

その他有価証券評価差額金 0

純 資 産 合 計 8,239

資 産 合 計 15,626 負 債 純 資 産 合 計 15,626

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（令和３年４月１日から）令和４年３月31日まで

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 42,844

売 上 原 価 34,377

売 上 総 利 益 8,467

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,154

営 業 利 益 2,312

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 1

受 取 手 数 料 8

受 取 賃 貸 料 52

受 取 保 険 金 4

協 賛 金 収 入 1

そ の 他 0 69

営 業 外 費 用

支 払 利 息 10

為 替 差 損 6

賃 貸 費 用 40

そ の 他 3 61

経 常 利 益 2,320

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 6

減 損 損 失 92 99

税 引 前 当 期 純 利 益 2,221

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 440

法 人 税 等 調 整 額 293 734

当 期 純 利 益 1,487

損　益　計　算　書

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（令和３年４月１日から）令和４年３月31日まで

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 381 403 496 899 29 1,590 5,777 7,396 △0 8,678

会計方針の変更による

累 積 的 影 響 額
△1,710 △1,710 △1,710

会計方針の変更を反映した

当 期 首 残 高
381 403 496 899 29 1,590 4,066 5,685 △0 6,967

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △216 △216 △216

当 期 純 利 益 1,487 1,487 1,487

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － － － － － 1,271 1,271 － 1,271

当 期 末 残 高 381 403 496 899 29 1,590 5,337 6,957 △0 8,238

評価・換算差額等

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 0 0 8,678

会計方針の変更による

累 積 的 影 響 額
△1,710

会計方針の変更を反映した

当 期 首 残 高
0 0 6,967

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △216

当 期 純 利 益 1,487

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

0 0 0

当期変動額合計 0 0 1,271

当 期 末 残 高 0 0 8,239

株主資本等変動計算書

（注）1.記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２年３月31日）等を当事業年

度の期首から適用しており、当期については、当該会計基準等を適用した後の金額となっ
ております。
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個  別  注  記  表
（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 関係会社株式 移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法　時価法

3. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品、製品、原材料 移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）

(2) 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物については定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　      ５～39年

構築物　　　　　      ６～60年

工具、器具及び備品　　３～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づいております。

(3) リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース

資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一

の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする

定額法を採用しております。

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基

づき計上しております。

(3) 製品保証引当金 製品の無償保証期間中の修理費用支出に備えるた

め、保証期間内の修理費用見込額を過去の実績率に

基づき計上しております。
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6. 収益及び費用の計上基準

当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおり

です。なお、顧客との契約に基づく履行義務のうち、顧客への財又はサービスの提供における当

社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除

した純額で収益を認識することとしております。

顧客への商品及び製品の販売においては、主に店舗による販売を行っており、顧客との契約に

基づき商品等を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品等の販売時点で顧客

に当該商品等に対する支配が移転し履行義務が充足されると判断し、商品等を引き渡した一時点

で収益を認識しております。代金は、商品等引渡し時点を中心に、概ね２ヶ月以内に受領してお

ります。

顧客へのサービス提供においては、主に顧客への技術サポートを行っており、契約締結時に提

供するサービスと契約期間に渡って提供するサービスが含まれております。取引価格は、サービ

スの提供実績等により算定した比率に基づいて配分しております。契約締結時に提供するサービ

スは、顧客が契約を締結した時にサービスが顧客に移転するため契約締結時に収益を認識し、契

約期間に渡って提供するサービスは、履行義務が時の経過に応じて充足されるため、契約期間に

応じて按分して収益を認識しております。代金は、顧客との契約に基づき、５年以内に回収して

おります。

7. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。

（会計方針の変更に関する注記）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２年３月31日。以下「収益認識

会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧

客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識す

ることといたしました。これにより、サービスの提供については、契約における履行義務を識

別し、サービスの独立販売価格の比率に基づき、それぞれの履行義務に取引価格を配分したう

えで、それぞれの履行義務の充足に応じて収益を認識しております。また、顧客との約束がサ

ービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人とし

ての純額で収益を認識している他、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました費用を

収益から控除しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的

な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積

的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適

用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首

より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計

方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適

用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映し

た後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余

金に加減しております。

また、事業年度の貸借対照表において流動負債に表示していた「前受金」及び「ポイント引

当金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、前受

金は14億37百万円減少し、ポイント引当金は10百万円減少し、契約負債は14億48百万円増加し

ております。また、当事業年度の損益計算書は、売上高は３億46百万円減少し、売上原価は４

億27百万円減少し、販売費及び一般管理費は18百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益はそれぞれ98百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は17億10百

万円減少しております。
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有形固定資産 4,645百万円

無形固定資産 24百万円

減損損失 92百万円

1. 有形固定資産の減価償却累計額 4,074百万円

2. 受取手形裏書譲渡高 1百万円

短期金銭債権 20百万円

短期金銭債務 123百万円

長期金銭債務 402百万円

営業取引による取引高

売上高 31百万円

仕入高 43百万円

その他 51百万円

営業取引以外の取引高 47百万円

（時価の算定に関する会計基準の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年７月４日。以下「時価算定

会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商

品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年７月４日）第44－２項に定める経過的な

取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること

としております。なお、当事業年度における計算書類に与える影響はありません。

また、金融商品に関する注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

等の注記を行うこととしております。

（会計上の見積りに関する注記）

固定資産の減損

1. 当事業年度の計算書類に計上した金額

2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、固定資産の減損の兆候の有無を把握するに際して、各拠点を独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す最小の単位としてグルーピングしており、各拠点の営業損益が過去２か年連続し

てマイナスとなった場合、各拠点の営業損益がマイナスであり翌期も明らかにマイナスとなる見

込みの場合、固定資産の時価が著しく下落した場合、あるいは拠点閉鎖の意思決定をした場合等

に減損の兆候があるものとしております。

減損の兆候がある場合、グルーピングされた各拠点の固定資産から得られる割引前将来キャッ

シュ・フローの総額が帳簿価額を下回るときには、使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方

の金額まで帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしています。

将来キャッシュ・フローの見積りは、主に将来の売上予想及び将来の営業費用予想にもとづい

ておりますが、それらの経営者の仮定と判断には不確実性が伴います。将来の経済条件の変動等

により、将来キャッシュ・フローの見積りないしその仮定の見直しが必要になった場合、翌事業

年度以降の計算書類において減損損失（特別損失）が発生する可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）

減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。

3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

4. 取締役及び監査役に対する金銭債務

（損益計算書に関する注記）

1. 関係会社との取引高
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場所 用途 種類

ハウズ伊都店（福岡県福岡市） 賃貸店舗
建物、構築物

工具、器具及び備品

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 (株) 2,703,200 － － 2,703,200

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 (株) 122 － － 122

決 議 株式の種類
配当金の

総額(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

令和３年６月29日

定時株主総会
普通株式 162 60 令和３年３月31日 令和３年６月30日

令和３年11月12日

取締役会
普通株式 54 20 令和３年９月30日 令和３年12月７日

決 議
株式の

種類

配当の

原資

配当金の

総額(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

令和４年６月29日

定時株主総会

普通

株式

利益

剰余金
175 65 令和４年３月31日 令和４年６月30日

2. 減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

当社は、店舗を基準とした資産のグルーピングを行っております。

上記の資産グループは、投資額を上回る将来キャッシュ・フローが見込めないため、当該資

産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（92百万円）として

特別損失に計上しております。主な内訳は、建物66百万円及び構築物20百万円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・

フローが見込めないため零としております。

（株主資本等変動計算書に関する注記）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

3. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
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繰延税金資産

会計方針の変更による累積的影響額 483百万円

貸倒引当金 21百万円

契約負債 49百万円

賞与引当金 52百万円

長期未払金 132百万円

減損損失 332百万円

その他 96百万円

繰延税金資産小計 1,168百万円

評価性引当額 △282百万円

繰延税金資産合計 886百万円

繰延税金負債

建設協力金（受取利息） 6百万円

その他有価証券評価差額金 0百万円

繰延税金負債合計 7百万円

繰延税金資産の純額 879百万円

（税効果会計に関する注記）

  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、設備投資計画等に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一

時的な余資は、主に流動性の高い金融資産で運用し、また、運転資金を銀行借入により調達し

ております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わ

ない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形、売掛金は、取引相手先の信用リスクに晒されております。投資有

価証券は、その他有価証券として保有しており、市場価格の変動リスクに晒されております。

敷金及び保証金は、差入先の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが３か月以内の支払期日であります。一部外貨建て

のものについては、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、金利の変動リスクに晒

されておりますが、このうち一部は、固定金利による契約としており、金利変動リスクを回避

しております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、債権管理規程及び与信管理規程に従い、営業債権について、主要な取引先の状況

を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等

の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため

信用リスクはほとんどないと認識しております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、外貨建ての営業債務について、先物為替予約を利用してヘッジできる管理体制を

構築しております。投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務

状況等を把握することで市場リスクを管理しております。デリバティブ取引の執行・管理に

ついては、取引権限及び取引限度額等を定めた管理規程に従い、決裁者の承認を得て行う管

理体制を構築しております。
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科 目 貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 売掛金(※2) 5,571 百万円 5,574 百万円 3 百万円

(2) 投資有価証券 25 25 －

(3) 敷金及び保証金 580 532 △48

資産計 6,177 6,132 △44

(1) 長期借入金(※3) 1,604 1,605 0

負債計 1,604 1,605 0

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動

性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、

異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

令和４年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。

（※1）現金及び預金、受取手形、買掛金については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似

するものであることから、記載を省略しております。

（※2）対応する貸倒引当金を控除しております。

（※3）1年内返済予定の長期借入金を含めております。

3. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ

れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定

した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外

の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ

トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類

しております。
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区分
時価　　　　　　　　　（単位：百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

その他 － 25 － 25

区分
時価　　　　　　　　　（単位：百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

売掛金 － 5,574 － 5,574

敷金及び保証金 － 532 － 532

長期借入金 － 1,605 － 1,605

1. １株当たり純資産額 3,048円　05銭

2. １株当たり当期純利益 550円　30銭

(1)　時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産

(2)　時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

その他は相場価格を用いて評価しております。その他は、市場での取引頻度が低く、活発な

市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しておりま

す。

売掛金

売掛金の時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、信用リスクを加味した債権額を見

積り、安全性の高い長期の債券の利回りで割り引いた割引現在価値法により算定しており、レ

ベル２の時価に分類しております。

敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価は、償還予定時期を見積り、安全性の高い長期の債券の利回りで割り

引いた割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利

率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（収益認識に関する注記）

収益を理解するための基礎となる情報

重要な会計方針　6.収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。

（１株当たり情報に関する注記）
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指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 荒 牧 秀 樹

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 濵 村 正 治

独立監査人の監査報告書

令和４年５月25日

アプライド株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
　　　　福　岡　事　務　所

　

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、アプライド株式会社の令和3年4月1日から

令和4年3月31日までの第40期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ

た。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作

成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整

備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど

うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか

どうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継

続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算

書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、

個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、

重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連

する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要

な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性

に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、

並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識

別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他

の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去

又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
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監　査　報　告　書
当監査役会は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第40期事業年度の取締役の職務の執

行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告いたします。
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の従業員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び従業員等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事
業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社
の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の
報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため
に必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する
取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ
いて、取締役及び従業員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必
要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応
じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いた
しました。
2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認

められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部

統制システムに関する事業報告の内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事
項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

令和４年５月28日

アプライド株式会社　監査役会

常勤監査役（社外監査役）金 田 博 久 ㊞

社外監査役 渡 邉 祥 行 ㊞

社外監査役 津 留 博 幸 ㊞

監査役会の監査報告

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件

　当社は、各事業年度の業績の状況と今後の事業展開等を総合的に勘案いたしま

して、健全な財務体質を維持するための内部留保にも配慮しつつ、株主の皆様へ

の安定した配当を継続することを基本方針としております。第40期の期末配当に

つきましては、当期の業績と今後の経営環境等を勘案いたしまして、以下のとお

りといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金65円（うち、普通配当25円　特別配当40円）

総額175,700,070円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

令和４年６月30日

第２号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

（1）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただ

し書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資

料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであ

ります。

①変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電

子提供措置をとる旨を定めるものであります。

②変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する

事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第

15条）は不要となるため、これを削除するものであります。

④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものでありま

す。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

（2）経営体制の強化充実を図るため、定款第18条（員数）の取締役の員数を

９名以内から10名以内に変更するものであります。

2.変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。
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現　行　定　款 変　更　案

（株主総会参考書類等のインターネット開示

とみなし提供）

第15条　当社は、株主総会の招集に際し、株

主総会参考書類、事業報告、計算書類およ

び連結計算書類に記載または表示をすべき

事項に係る情報を、法務省令に定めるとこ

ろに従い、インターネットを利用する方法

で開示することにより、株主に対して提供

したものとみなすことができる。

（新設）

(員 数)

第18条　当社の取締役は、9名以内とする。

（新設）

（削除）

（電子提供措置等）

第15条　当社は、株主総会の招集に際し、株

主総会参考書類等の内容である情報に

ついて、電子提供措置をとるものとす

る。

2．当社は、電子提供措置をとる事項の

うち法務省令で定めるものの全部また

は一部について、議決権の基準日まで

に書面交付請求した株主に対して交付

する書面に記載しないことができる。

（員 数）

第18条　当社の取締役は、10名以内とする。

附則
（株主総会資料の電子提供制度に関する経過
措置）
1 現行定款第15条（株主総会参考書類等のイ
ンターネット開示とみなし提供）の削除お
よび変更案第15条（電子提供措置等）の新
設は、会社法の一部を改正する法律（令和
元年法律第70号）附則第１条ただし書きに
規定する改正規定の施行の日である2022年
９月１日（以下「施行日」という）から効
力を生ずるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、施行日から６か
月以内の日を株主総会の日とする株主総会
については、現行定款第15条（株主総会参
考書類等のインターネット開示とみなし提
供）はなお効力を有する。

3 本附則は、施行日から６か月を経過した日

または前項の株主総会の日から３か月を経

過した日のいずれか遅い日後にこれを削除

する。

（下線は変更部分を示します。）
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する
当 社 の
株式の数

１

おか

岡

 

　

 

　

 

　
よし

義

 

　
はる

治
（昭和27年12月23日生）

（再任）

昭和51年４月 三光電機株式会社入社

昭和51年８月 山栄通商株式会社入社

昭和52年６月 フクオカ電子パーツを個人創業

昭和57年９月 株式会社フクオカ電子パーツ

(現アプライド株式会社）設立

当社代表取締役社長

平成19年５月 株式会社シティ情報ふくおか代表取締

役（現任）

平成20年６月 当社代表取締役会長

平成21年７月 株式会社プレビ（現株式会社ハウズ）

代表取締役（現任）

平成21年11月 当社代表取締役会長兼社長（現任）

80,000株

【取締役候補者とした理由】

長年にわたる代表取締役としての豊富な経験に基づき、経営の重要事項の決定及び業務執行

の監督に十分な役割を果たしております。今後も当社グループの持続的な成長と企業価値向

上のため、引き続きその経営手腕とリーダーシップで当社グループ経営全般を牽引すること

ができると判断し、取締役候補者としております。

２

すず

鈴

 

　
き

木

 

　

 

　

 

　
とおる

徹
（昭和33年２月16日生）

（再任）

昭和56年４月 ブラザー販売株式会社入社

平成２年４月 株式会社コムロード移籍

同社常務取締役

平成14年６月 同社代表取締役専務

平成16年６月 同社代表取締役社長

平成20年６月 同社専務取締役

平成20年６月 同社取締役社長室長

平成21年６月 当社専務取締役

平成21年11月 当社常務取締役

平成25年７月 当社専務取締役

平成30年６月 当社常勤監査役

令和２年６月 当社常務取締役内部統制室長（現任）

10,000株

【取締役候補者とした理由】

企業経営者としての経験、長年にわたる取締役としての経験を有することから、幅広い業界

内での人脈と、経営全般についての豊富な知見を持ち、実効性の高い内部統制や、当業界に

精通した的確な判断が期待できることから、取締役としての職務を適切に遂行できると判断

し、取締役候補者としております。

第３号議案 取締役10名選任の件

　取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま

しては、経営基盤の強化・充実を図るために１名増員いたしたく、第２号議案の

「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件に、取締役10名の

選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する
当 社 の
株式の数

３

ほの

甫

 

　
き

木

 

　
しん

眞

 

　
や

也
（昭和47年10月17日生）

（再任）

平成７年４月 当社入社

平成15年６月 第２エリアマネージャー

平成18年６月 執行役員第５エリアマネージャー

平成19年10月 執行役員SI事業部長

平成21年６月 取締役SI事業部長

平成25年10月 常務取締役特機統括営業部長

平成27年４月 常務取締役ＢtoＢ推進本部長

平成28年４月 常務取締役営業本部長

平成29年５月 常務取締役経営企画部長

平成31年３月 常務取締役経営企画部長

兼）店舗統括営業本部長

令和元年６月 常務取締役

兼）株式会社ハウズ取締役（現任）

20,100株

【取締役候補者とした理由】

営業店舗、法人営業部門の責任者として経験を積んだ後、管理部門の責任者としての経験を
経て、現職で営業部門を管轄しております。変化の激しい市場において営業分野から当社の
成長と発展に貢献しております。豊富な経験を経営に活かしてもらうため、取締役候補者と
しております。

４

う

宇

 

　
の

野

 

　
たか

敬

 

　
ひろ

泰
（昭和48年12月13日生）

（再任）

平成９年４月 当社入社

平成24年４月 ＳＩ東京営業部部長

平成28年４月 執行役員ＢtoＢ推進本部長

平成30年８月 執行役員ＳＩ統括営業部長

兼）特機統括営業部長

令和元年６月 取締役

令和２年４月 常務取締役営業推進副本部長

令和３年８月 常務取締役特機統括営業部長（現任）

10,200株

【取締役候補者とした理由】

ＳＩ東日本統括部長としての経験を経て、現在法人営業部門の業務を掌握しており、主に関
東エリアでの大学・法人開拓を牽引しております。幅広い顧客との人脈と豊富な営業現場で
の経験を経営に活かしてもらうため、取締役候補者としております。

５

さか

坂

 

　
い

井

 

　
まさ

雅

 

　
み

実
（昭和46年８月24日生）

（再任）

平成７年４月 当社入社

平成12年７月 管理本部次長

平成13年10月 商品企画部次長

平成14年５月 第２エリアマネージャー

平成17年１月 執行役員社長室長

平成20年６月 専務取締役経営企画部長

平成21年６月 取締役経営企画部長

平成25年７月 常務取締役

令和２年６月 取締役生産事業部長（現任）

23,600株

【取締役候補者とした理由】

店舗責任者、管理本部、商品企画部門での経験を積み、その後、長年にわたり経営企画部門
で当社グループの経営に携わり、現在は生産部門の責任者として商品戦略や品質向上に尽力
しています。今後もお客様の満足を追求するもの作りの姿勢を推進してもらうため、取締役
候補者としております。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する
当 社 の
株式の数

６

ふじ

藤

 

　
た

田

 

　

 

　

 

　
ひろし

宏
（昭和46年２月16日生）

（再任）

平成６年４月 当社入社
平成16年４月 第６エリアマネージャー
平成23年11月 西日本特機事業部課長
平成24年６月 経営企画部次長
平成25年５月 経営企画部総務部長
平成27年５月 会長室室長
平成27年６月 取締役会長室室長

兼）カンパニー推進本部長
平成29年４月 取締役会長室室長

兼）株式会社ハウズ　営業部長
令和元年６月 取締役会長室室長

兼）株式会社シティ情報ふくおか
営業推進部長

令和２年６月 取締役
兼）株式会社シティ情報ふくおか
取締役事業部長(現任)

1,700株

【取締役候補者とした理由】

店舗、法人営業部門、経営企画、総務部門での経験を経て、取締役として長年にわたり当社

グループの経営に携わってきました。当社の事業分野における専門知識と、関係者との幅広

い人脈などを活かし、引き続き当社の経営に貢献してもらうべく、取締役候補者としており

ます。

７

おか

岡

 

　

 

　
み

美 
わ

和 
こ

子
（昭和27年12月８日）

（再任）

昭和63年９月 株式会社フクオカ電子パーツ

(現アプライド株式会社）入社

平成元年６月 取締役社長室長

平成14年６月 専務取締役

平成19年６月 相談役

平成28年６月 取締役相談役（現任）

80,000株

【取締役候補者とした理由】

管理体制の整備、人事戦略、社内制度を構築してきた経験から、当社グループ全体の業務を

掌握しており、現職の取締役相談役として、当社の成長と発展に貢献しております。

経験の幅広さと知識を経営に活かしてもらうため､引き続き取締役候補者としております。

８

おか

岡

 

　

 

　

 

　
さくら

桜

 

　
こ

子
（昭和62年11月３日）

（再任）

平成23年５月 当社入社
平成27年５月 会長室副室長

兼）海外営業部マネージャー
兼）株式会社プレビ（現　株式会社ハ
ウズ）プロジェクトマネージャー

平成27年12月 会長室副室長
兼）株式会社ハウズ営業部長

平成29年６月 取締役会長室副室長
兼）株式会社ハウズ企画部長

令和２年６月 取締役会長室長
兼）株式会社ハウズ取締役（現任）

0株

【取締役候補者とした理由】

商品開発や企画等のプロジェクトリーダーを経て､取締役としての経験を積んでおります。

当社の事業分野における専門知識を有しており、事業内容を深く理解していることから、引

き続きその高い見識を経営に活かしてもらうため、取締役候補者としております。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する
当 社 の
株式の数

９

やま

山

 

　
ぐち

口

 

　
けい

圭

 

　
すけ

介
（昭和51年８月19日生）

(新任)

平成11年４月 当社入社

平成18年５月 鹿児島店店長

平成19年４月 金沢店店長兼マネージャー

平成21年６月 商品企画部次長

平成25年９月 特機統括営業部副部長

兼）コーポレート商品部次長

平成27年９月 特機統括営業部長

兼）海外営業部長

令和元年８月 総務部長

令和２年６月 執行役員総務部長（現任）

1,700株

【取締役候補者とした理由】

店舗、商品部、法人営業部の各部門にて要職を歴任し、当社の発展拡大に大きな貢献を積み

重ねてまいりました。現在は執行役員総務部長として当社グループの経営に携わり、コンプ

ライアンスの浸透・徹底や働き方改革、及び人材育成を強く推進しております。当社の経営

に関して幅広くかつ深い知見と想いを有しており、取締役候補者としております。

10

ぜん

善

 

　
だ

田

 

　
じゅん

順

 

　
いち

一
（昭和24年12月８日生）

(再任)
（社外）

昭和48年４月 戸田建設株式会社入社

平成20年２月 同社九州支店支店次長

平成24年４月 戸田ビルパートナーズ株式会社入社

九州支店支店長

令和３年６月 当社社外取締役（現任）

0株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

過去に会社の経営に直接関与したことはありませんが、人格、見識ともに優れ、また同氏が

これまで培ってきた豊富なビジネス経験と知見を当社経営に活かしていただくため、社外取

締役候補者としております。同氏には、当社において業務執行者から独立した客観的な立場

で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。

（注）1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 岡桜子氏は婚姻により秋山姓となりましたが、旧姓の岡で業務を執行しております。
3. 善田順一氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者でありま

す。当社は、同氏について東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出
ており、同氏が選任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。なお、同氏
の在任期間は本株主総会の終結の時をもって１年であります。

4. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　 当社は、当社の取締役の全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており

ます。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責
任の追及に関わる請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。各
候補者が選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。ま
た、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

第４号議案 監査役２名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査役金田博久氏、津留博幸氏は任期満了となりま

す。つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。

　また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位
（重要な兼職の状況）

所有する
当 社 の
株式の数

１

かな

金

 

　
だ

田

 

　
ひろ

博

 

　
ひさ

久
（昭和31年１月15日）

（再任）
（社外）

昭和53年４月 株式会社西日本銀行（現株式会社西日

本シティ銀行）入行

平成11年６月 同行荒江支店支店長

平成13年６月 同行西鉄二日市駅前支店支店長

平成16年１月 同行二日市支店支店長

兼）筑紫ブロック長

平成20年５月 同行経営管理部部長

平成21年１月 同行経営管理部部長

兼）コンプライアンス統括室長

平成23年６月 株式会社西日本書庫センター　常務取

締役

平成29年７月 ダイヤモンド秀巧社印刷株式会社　常

務執行役員

令和元年７月 同社顧問

令和２年４月 当社顧問

令和２年６月 当社社外監査役（現任）

0株

【社外監査役候補者とした理由】

金融機関における長年の経験と幅広い見識を有しており、財務及び会計に関する専門的な知

見を当社の監査業務に反映していただくため、社外監査役候補者といたしました。

２

つ

津

 

　
る

留

 

　
ひろ

博

 

　
ゆき

幸
（昭和29年３月８日生）

(再任)
（社外）

昭和51年４月 株式会社西日本銀行（現株式会社西日

本シティ銀行）入行

平成11年１月 同行土井支店支店長

平成13年６月 同行唐津支店支店長

平成15年６月 同行熊本支店支店長

兼）中九州ブロック長

平成17年２月 同行大牟田支店支店長

兼）筑後南ブロック長

平成19年５月 九州債権回収株式会社取締役

平成29年７月 株式会社ワイシステムサポート　非常

勤監査役（現任）

令和４年１月 当社社外監査役（現任）

0株

【社外監査役候補者とした理由】

金融機関における長年の経験と幅広い知識に加え、取締役及び監査役としての経験も有して

おります。これらの豊富な見識と経験を活かし、当社の経営に対する監査機能を担っていた

だくため、社外監査役候補者といたしました。

（注）1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 金田博久氏及び津留博幸氏は、社外監査役候補者であります。
3. 当社は、監査役金田博久氏及び津留博幸氏を東京証券取引所の規則に基づく独立役員と

して同所に届け出ており、両者が選任された場合、引き続き独立役員とする予定であり
ます。なお、両者の監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって金田博久氏が
２年、津留博幸氏が５ヶ月となります。

4. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は当社の監査役の全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しておりま
す。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任
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企業経営
マーケティング

営業

財務

会計

研究開発

技術・製造

人材マネジ

メント

リスクマネ

ジメント
独立性

岡 　 義 治 ● ● ● ● ● ●

鈴 木 　 徹 ● ● ● ● ●

甫木　眞也 ● ● ●

宇野　敬泰 ● ●

坂井　雅実 ● ● ● ● ●

藤 田 　 宏 ● ● ●

岡　美和子 ● ● ●

岡 　 桜 子 ● ● ●

山口　圭介 ● ● ●

善田　順一 ● ● ● 〇

金田　博久 ● ● ● ● 〇

渡邉　祥行 ● ● 〇

津留　博幸 ● ● ● ● 〇

の追及に関わる請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。各候
補者が選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、
当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

≪ご参考≫

 株主総会後の役員のスキルマトリックス（予定）

（注） 本招集ご通知記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の役員のスキルマトリッ

クスは以下のとおりとなります。

（注）1. 企業経営については、当社グループ会社を含む経営経験の有無を判断基準としておりま
す。

2. マーケティング・営業については、マーケティングや営業活動において業務従事や主管
役員経験の有無を判断基準としております。

3. 財務・会計については、経理・財務、会計において業務従事や主管役員経験の有無を判
断基準としております。

4. 研究開発・技術・製造については、研究開発、技術、製造において業務従事や主管役員
経験の有無を判断基準としております。

5. 人材マネジメントについては、組織、人事、人材開発において業務従事や主管役員経験
の有無を判断基準としております。

6. リスクマネジメントについては、リスクマネジメント、法務、CSR関連において業務従事
や主管役員経験の有無を判断基準としております。

以　上
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株主総会会場ご案内図

会場：福岡市博多区東光二丁目22番15号

博多国際展示場＆カンファレンスセンター

２階　会議室207

TEL:092-441-9781
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◎交通のご案内

■福岡空港より

「福岡空港国内線ターミナル南」バス停より快速で約８分（３停）

「東光二丁目」バス停より徒歩約１分

■博多駅より

筑紫口／東４番出入口より徒歩約13分

博多バスターミナル１階14番のりばより約４分（２停）

「東光二丁目」バス停より徒歩約２分

■地下鉄東比恵駅より

７番出入口徒歩約11分


